
日本産業衛生学会専門医制度に関する細則 

 

第１章 専門医制度委員会及び実務部会 

 

（名称） 

第 1 条 本制度の専門医、専攻医及び指導医の名称並びに英語表記を以下のとおりとする。 

 一 産業衛生専門医：Occupational Health Physician Certified by Japan Society for 

Occupational Health （略称:Certified Occupational Physician） 

 二 産業衛生専攻医：Associate Occupational Health Physician Certified by Japan 

Society for Occupational Health （略称:Certified Associate Occupational Physician） 

 三 産業衛生指導医： Senior Occupational Health Physician Certified by Japan Society 

for Occupational Health （略称:Certified Senior Occupational Physician） 

 

 （専門医制度委員会） 

第 2 条 日本産業衛生学会専門医制度に関する規程（以下「規程」という。）第３条に定める専

門医制度委員会（以下「委員会」という。）の定数は、７名以内とする。 

２ 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き６年を超えることはできない。 

３ 退任等により委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、任期満了後も新たに選任される委員が就任するまでの間は、引き続き委員の職務を

行うものとする。 

 

 （実務部会の設置） 

第 3 条 規程第 7 条の規定により、委員会に次の実務部会を置き、それぞれ次の事項の実施を

付託する。 

 一 専門医資格認定試験部会 専門医資格認定試験の実施に関する事項 

 二 専攻医資格認定試験部会 専攻医資格認定試験の実施に関する事項 

 

 （実務部会の組織） 

第 4条 各実務部会にそれぞれ部会長を置くこととし、委員会委員の中から委員会が選任する。 

２ 専門医資格試験部会は部会長を含めた部会委員 10 名以内、専攻医資格試験部会は部会長を

含めた部会委員 10 名以内をもって構成する。 

３ 専門医資格試験部会委員と専攻医資格試験部会委員の兼務は、これを妨げない。 

４ 部会委員の選任は、会員の中から、委員会の議を経て理事長が委嘱する。 



５ 部会委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き６年を超えることはできな

い。 

６ 退任等により部会委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 部会委員は、任期満了後も新たに選任される部会委員が就任するまでの間は、引き続き部会

委員の職務を行うものとする。 

 

 （実務部会の運営） 

第 5 条 部会長は、部会を招集し、その議長となる。 

２ 部会長は、部会に付託された事項に関して審議したときは、遅滞なくその結果について、委

員長に報告しなければならない。 

３ 前項の報告にあたつては、専門医資格試験部会長は専門医資格試験の個人別成績を、専攻医

資格試験部会長は専攻医資格試験の個人別結果をそれぞれ提出するものとする。 

 

第２章 専攻医の研修方法 

 

第 6 条 規程第 18 条で定める専攻医の産業医実務研修（以下実務研修という。）の方法は、以下

のいずれかとする。 

 一 単独型：産業衛生サービス実施型施設の指導医の下で、すべての研修分野の研修を施設内

で行う方法 

 二 関連施設型：産業衛生サービス実施型施設の指導医の下で、おもに研修施設内で研修を行

い、施設内で経験できない研修分野について研修計画で指定された他の研修施設や研修協力施

設での研修を組み合わせて行う方法 

 三 計画型：産業衛生教育・情報提供機関型施設の指導医によつて立案された研修計画に基づ

き、主に研修計画で指定された研修施設や研修協力施設において研修を行う方法 

２ 専攻医は、第 12 条第 4 項の規定に基づき、専攻医認定証の交付を受ける際に発行される専

攻医実務研修手帳に研修内容等を記録しなければならない。 

３ 専攻医は、産業医実務研修の実施にあたつて、研修施設に所属する指導医と契約を行い、契

約内容を委員長に報告しなければならない。ただし、複数の指導医（研修協力施設に所属する指

導医を含む）と契約する場合には、研修施設に所属する指導医のうち１名を、主指導医に指定し

なければならない。 

４ 規程第 10 条第 8 号の単位について以下のように定める。 

  一 （産業医実務）週 1 日・年間の産業医実務を 1 単位と換算する 

  二 （社会医学系専門医取得者）主分野が産業・環境であった者 6 単位 



                  主分野が産業環境以外の者 3 単位 

  三 （補助単位）別途定める 

 

第３章 資格認定試験 

 

 （資格認定試験の種類） 

第 7 条 規程第 9 条第 1 項に定める専門医資格認定試験は、口頭等の方法により行う。 

２ 規程第 9 条第 2 項に定める専攻医資格認定試験は、筆記により行う。 

 

 （資格認定試験の実施） 

第 8 条 専門医資格認定試験及び専攻医資格認定試験（以下資格認定試験という。）は、それぞ

れ毎年１回以上行う。 

２ 資格認定試験の期日等試験の実施に関する具体的事項については、理事長が公示する。 

 

 （資格認定試験の受験手続き） 

第 9 条 専門医資格認定試験を受験しようとする者は、専門医資格認定試験受験申請書（様式第

1 号）に次の各号に掲げる書類ならびに別に定める受験資格審査手数料および受験手数料（受領

証の写）を添付して、所定の期日までに、理事長に提出しなければならない。ただし、すでに第

10 条第 2 項の規定により専門医資格認定試験受験資格証明書（様式第 5 号）の交付を受けてい

る者にあつては、受験資格審査手数料の添付は要しない。 

 一 履歴書（様式第 3 号） 

 二 医師免許証（写） 

 三 規程第 10 条第 1 項第 2 号から第 5 号までの条件を満たすことを証する書類 

 四 実務研修事例に関する報告（様式第 4 号） 

 五 専門医資格認定試験受験資格証明書（第 9 条第 2 項の規定により交付を受けている者に

限る。） 

２ 専攻医資格認定試験を受験しようとする者は、専攻医資格認定試験受験申請書（様式第 2号）

に次の各号に掲げる書類ならびに別に定める受験手数料（受領証の写）を添付して、所定の期日

までに、理事長に提出しなければならない。 

 一 履歴書（様式第 3 号） 

 二 医師免許証（写） 

 三 規程第 10 条第 2 項第 1 号及び第 3 号の条件を満たすことを証する書類 

３ 第 1 項及び第 2 項の規定に基づき申請された書類に不備がある場合には、申請を受理しな



い。 

 

 （受験資格の審査） 

第 10 条 理事長は、前条第 1 号の申請書を受理したときは、資格認定試験の実施に先立つて、

規程第 10 条に規定する受験資格の審査を委員会に諮らなければならない。 

２ 理事長は、前項の審査の結果、受験資格を有すると判定したものには専門医資格認定試験受

験資格証明書（様式第 5 号）を発行し、受験資格を有しないと判定した者に対しては、その旨を

文書により通知するものとする。なお、専門医資格認定試験受験資格証明書の有効期間は、３年

間とする。 

３ 規程第 10 条第 1 項第 6 号に規定する学会の学術集会又は機関紙等における発表の要件は、

以下のいずれかを満たしている場合とする。 

 一 日本産業衛生学会（総会）又は産業医・産業看護全国協議会で第１発表者として１演題、

若しくは地方会において第１発表者として２演題以上の実績があること 

 二 日本産業衛生学会誌又は Journal of Occupational Health で第一著者として１論文以上

の実績があること 

 三 日本産業衛生学会ホームページに良好実践事例（GPS）を第一著者として１例以上発表し

ていること 

４ 規程第 10 条第 2 項第 2 号に規定する産業医学に関する基礎研修は以下のとおりとする 

 一 労働安全衛生規則第 14 条第 2 項第 1 号に基づく研修 

 二      同         第 2 号に基づく研修 

 

 （資格認定試験の実施） 

第 11 条 理事長は、前条の審査の結果、資格認定試験の受験資格を有すると認めた者に対して

資格認定試験を実施するものとする。 

２ 規程第 9 条第 4 項に基づき理事長が発行する専門医資格認定試験合格証および専攻医資格

認定試験合格証は、それぞれ様式第 6 号又は様式第 7 号とする。 

３ 前項の資格認定試験合格証は、その交付の日の翌日から起算して３年を経過する日までに

次条第 3 号に規定する登録申請を行わないときは、その効力を失う。 

４ 社会医学系専門医を取得した者は専攻医資格試験を免除とし、専攻医登録をすることがで

きる。 

 

第４章 専門医等の登録 

 



 （専門医等の登録） 

第 12 条 規程第 11 条第 1 項に定める専門医の登録のための専門医名簿は様式第 8 号による。 

２ 規程第 11 条第 2 項に定める専攻医の登録のための専攻医名簿は様式第 8 号による。 

３ 専門医等の登録を受けようとする者は、専門医等登録申請書（様式第 9 号）に資格認定試験

合格証及び別に定める登録手数料を添付して、理事長に申請しなければならない。 

４ 理事長は、前項の申請があつたときは、その氏名、生年月日、最終学歴、現住所、勤務先名

称及び勤務先所在地を専門医名簿又は専攻医名簿に登録するとともに、本人に専門医認定証（様

式第 10 号）又は専攻医認定証（様式第 11 号）を交付する。 

 

 （登録事項の変更） 

第 13 条 専門医等は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、専門医等登録事項

変更届（様式第 12 号）により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。 

 

（登録の更新） 

第 14 条 規程第 11 条第 1 項の規定による専門医名簿への登録有効期間は５年間とする。ただ

し、理事長は、５年以内に更新手続きを行わなかつた者で、その事由がやむを得ざるものと認め

られた者については、５年を超えて登録の更新を認めることができる。 

２ 規程第 11 条第 2 項の規定による専攻医名簿への登録有効期間は５年とし、更新は１回まで

とする。ただし、理事長は、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、１回を超

えて登録の更新を認めることができる。 

３ 規程第 13 条第 2 項第 2 号の要件は、以下のいずれかを満たしていることとする。 

 一 産業医部会で次のいずれかの活動実績があること 

  イ ・日本産業衛生学会全国協議会へ５年間のうち３回以上出席参加すること 

  ロ 日本産業衛生学会全国協議会の企画運営、講師等の実績が１回以上あること 

 二 日本産業衛生学会（総会）で、次のいずれかの活動実績があること 

  イ ・日本産業衛生学会に５年間のうち３回以上出席参加すること 

  ロ 学会の企画運営、理事、代議員・評議員（平成 25 年 2 月迄）、委員会、研究会等で積極

的な役割を果たすこと 

４ 規程第 13 条第 2 項第 3 号の要件は、以下のいずれかを満たしていることとする。 

 一 第 10 条第 3 項の要件を満たしていること 

 二 前号と同等以上の研究実績があること 

 

 （登録の更新手続き） 



第 15 条 前条の規定による名簿の登録の更新を行おうとする者は、専門医等名簿登録更新申請

書（様式第 13 号）に、別に定める登録更新手数料を添付して理事長に申請しなければならない。 

２ 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。 

３ 理事長は、登録更新が認められた者については、登録の更新を行うとともに、本人に認定証

を交付する。 

 

第５章 専門医等の登録削除 

 

 （登録削除の申請） 

第 16 条 規程第 15 条第１項第１号により専門医等の登録の削除を申し出ようとする者は、専

門医等登録削除申請書（様式第 14 号）に専門医認定証又は専攻医認定証を添付し、理事長に申

請しなければならない。 

 

第６章 指導医の認定 

 

 （指導医の認定手続き） 

第 17 条 指導医の認定を受けようとする者は、指導医資格認定申請書（様式第 15 号）に次の各

号に掲げる書類及び別に定める手数料を添付して、理事長に提出しなければならない。 

 一 履歴書（様式第 3 号） 

 二 規程第 22 条各号の条件を満たすことを証する書類 

２ 規程第 22 条第 1 項第１号二の要件は、第 14 条第 3 号の規定と同じとする。 

３ 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。。 

４ 理事長は、指導医の資格を有すると認定した者（以下「指導医有資格者」という。）に対し

ては、指導医資格証明書（様式第 16 号）を交付する。ただし、指導医資格証明証は、その交付

の日の翌日から起算して３年を経過する日までに登録申請を行わないときは、その効力を失う。 

 

第７章 指導医の登録 

 

 （指導医の登録） 

第 18 条 規程第 23 条に定める指導医の登録のための指導医名簿は様式第 17 号による。 

２ 指導医として登録を受けようとする者は、指導医登録申請書（様式第 18 号）に指導医資格

証明書及び別に定める登録手数料を添付して、理事長に申請しなければならない。 

３ 理事長は、前項の申請があったときは、その氏名、生年月日、最終学歴、現住所、勤務先名



称及び所在地、指導を行う研修施設又は協力施設の名称及び所在地を指導医名簿に登録すると

ともに、本人に指導医認定証（様式第 19 号）を交付する。 

 

 （登録事項の変更） 

第 19 条 規程第 24 条に定める登録事項の変更は、指導医登録事項変更届（様式第 20 号）によ

り、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。 

 

 （登録の更新） 

第 20 条 規程第 25 条の規定による登録の更新は５年以内ごとに行わなければならない。ただ

し、理事長は、５年以内に更新手続きを行わなかつた者で、その事由がやむを得ざるものと認め

られた者については、５年を超えて登録の更新を認めることができる。 

２ 規程第 25 条第 2 項第 2 号の要件は、第 14 条第 3 項の規定と同じとする。 

３ 理事長は、登録の更新を受けようとする者が、登録期間中において指導医としての活動実績

や指導に対する意欲が認められない場合には、登録の更新を行わないことができる。 

４ 理事長は、指導医名簿への登録の更新を行つたときは、同時に専門医名簿への登録更新を行

う。 

 

 （登録更新の手続き） 

第 21 条 前条の規定により登録の更新を受けようとする者は、指導医名簿登録更新申請書（様

式第 21 号）に、指導実績報告書及び別に定める登録更新手数料を添付して理事長に提出しなけ

ればならない。 

２ 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。 

３ 理事長は、登録の更新を行つたときは、指導医認定証を交付する。 

 

第８章 指導医登録の削除 

 

 （登録削除の申請） 

第 22 条 規程第 27 条第１項第１号の定めにより指導医登録の削除を申請しようとする者は、

指導医登録削除申請書（様式第 22 号）に指導医認定証を添付し、理事長に申請しなければなら

ない。 

 

第９章 研修施設の分類 

 



 （研修施設の分類） 

第 23 条 規程 30 条の研修施設の分類に該当する施設は、以下のとおりとする。 

一 産業衛生サービス実施型施設：企業又は事業場、国又は都道府県労働局が認可した労働衛生

機関、医療機関等の付属健診施設 

二 産業衛生教育・情報提供型施設：医育機関の産業衛生関連講座・研究室等、労働衛生研究機

関、都道府県産業保健推進センター 

 

第１０章 研修施設の認定 

 

 （研修施設の認定手続き） 

第 24 条 研修施設若しくは研修協力施設の認定を受けようとする場合、前条第１号の研修施設

については施設長が、第２号の研修施設及び研修協力施設については指導医が、研修施設等認定

申請書（様式第 23 号）に次の各号に掲げる書類及び別に定める手数料を添付して、理事長に提

出しなければならない。 

 一 施設の概要を表す書類 

 二 規程第 31 条各号若しくは第 33 条各号の条件を満たすことを証する書類 

２ 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。 

 

第１１章 研修施設等で実施される研修項目 

 

第 25 条 規程第 31 条第 1 項第 3 号又は第 33 条第 1 号により研修施設等の要件としてその一部

を実施することが求められる実務研修の項目は、以下のとおりする。 

 一 産業保健体制の構築 

 二 産業保健活動の計画・目標の立案と評価 

 三 社内部門・外部機関との連携 

 四 衛生委員会等への参画 

 五 企業や職場の把握、職場巡視の実施 

 六 労働安全衛生マネジメントシステムの構築・運用、産業保健活動の文書化 

 七 労働衛生教育の実施とリスクコミュニケーションの推進 

 八 粉じん・アスベストによる健康障害防止対策 

 九 化学物質による健康障害防止対策 

 一〇 物理的要因による健康障害防止対策 

 一一 生物的要因による健康障害防止対策 



 一二 作業負荷の評価と改善対策 

 一三 特殊健康診断の実施、健康障害の原因分析 

 一四 一般健康診断等の実施 

 一五 健康診断の事後措置 

 一六 メンタルヘルス対策 

 一七 過重労働対策 

 一八 職場復帰支援 

 一九 健康教育・健康の保持増進対策 

 二〇 特性（母性、高齢者等）に応じた健康管理 

 二一 救急・緊急対策 

 二二 快適職場の形成及び福利厚生施設の衛生管理 

 二三 健康情報・産業保健活動の記録と管理 

 二四 安全・環境管理 

 二五 労働衛生関連法令の遵守 

 二六 産業医学分野での調査研究 

 二七 産業医倫理の理解と実践 

 二八 その他、専門医制度委員会が定める項目 

 

第１２章 研修施設の登録 

 

 （研修施設等の登録） 

第 26 条 規程第 35 条に定める研修施設の登録のための研修施設名簿は様式第 24 号による。 

２ 理事長は、研修施設として認定された施設の施設名称及び登録番号、所在地、研修可能項目、

施設責任者名、研修責任者名及びその役職、所属指導医名及び登録番号を研修施設名簿（様式第

24 号）に登録するとともに、当該施設に研修施設認定証（様式第 25 号）を交付する。 

 

第 27 条 規程第 36 条に定める研修協力施設の登録のための研修協力施設名簿は様式第 24 号に

よる。 

２ 理事長は、研修協力施設として認定された施設の施設名称及び登録番号、所在地、研修可能

項目、施設責任者名、登録指導医名及び登録番号を研修協力施設名簿（様式第 24 号）に登録す

るとともに、当該施設に研修協力施設認定証（様式第 26 号）を交付する。 

 

 （登録事項の変更） 



第 28 条 規程第 35 条又は第 36 条に定める登録事項の変更は、研修施設等登録事項変更届（様

式第 27 号）により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。 

 

 （登録の更新） 

第 29 条 規程第 38 条による登録の更新は研修施設においては 1 年または 3 年以内ごとに、研

修協力施設においては 5 年以内ごとに行わなければならない。ただし、理事長は、期限内に更新

手続きを行わなかつた施設で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、期限を

超えて登録の更新を認めることができる。 

２ 理事長は、登録の更新を受けようとする施設が、登録期間中において研修施設等としての実

績や意欲が認められない場合には、登録の更新を行わないことができる。 

 

 （登録更新の手続き） 

第 30 条 前条の規定により登録の更新を受けようとする施設は、研修施設名簿登録更新申請書

（様式第 28 号）、実績報告書及び別に定める手数料を添付して、理事長に提出しなければならな

い。 

２ 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。 

３ 理事長は、登録の更新を行つたときは、研修施設認定証若しくは研修協力施設認定証を交付

するものとする。 

 

第１３章 研修施設登録の削除 

 

 （登録削除の申請） 

第 31 条 規程第 40 条第１項第１号の定めにより研修施設等登録の削除を申請しようとする者

は、研修施設等登録削除申請書（様式第 29 号）に研修施設認定証若しくは研修協力施設認定証

を添付し、理事長に申請しなければならない。 

 

（再登録） 

第 32 条 規程第 41 条の定めにより研修施設等の再登録を申請しようとする者は、研修施設等

再登録申請書（様式第 30 号）を用いて、理事長に申請しなければならない。 

 

第１４章 専門医制度の運営の評価 

 

（専門医制度の運営の評価） 



第 33 条 委員長は、規程第 43 条で定めた評価を行うために、４名以上の専門医制度評価委員

を指名する。 

２ 評価委員は、会員以外から指名することができる。 

 

第 34 条 評価委員は、委員長からの諮問事項について評価を行い、委員長に報告しなければな

らない。 

 

第 1５章 雑 則 

 

 （施行細則の改廃） 

第 35 条 この施行細則は、委員会の発議により理事会の承認を経なければ改廃することはでき

ない。 

 

附 則 

 

 （施行期日） 

１ この細則は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この細則は一部を変更し、平成 10 年４月１日から施行する。 

３ この細則は一部を変更し、平成 16 年３月 31 日から施行する。 

４ この細則は一部を変更し、平成 20 年 12 月１日から施行する。 

５ この規程の改正は、平成 23 年度改正予定の学会定款施行日をもって施行する。 

６ この細則は一部を変更し、平成 24 年 12 月 1 日から施行する。 

７ この細則は一部を変更し、令和元年 7 月 21 日から施行する。 

８ この細則は一部を変更し、令和 4 年 11 月 29 日から施行する。 

 

 （移行措置） 

１ 規程で定める専門医資格認定試験が実施されるまでの期間、専門医資格試験部会に代えて、

筆記試験部会及び口頭試験部会を置く。 

 


